建経業第93号の２
令和５年６月29日
一般社団法人静岡県建設業協会会長　様

　一般社団法人静岡県建設産業団体連合会会長　様

　静岡県建設事業協同組合連合会会長　様
静岡県交通基盤部長

建設業法施行規則等の一部改正に伴う技術者資格の取り扱いについて（通知）

このことについて、別添のとおり、令和５年６月26日付け国不建技第36号により、国土交通省不動産・建設経済局建設業課長から通知がありましたのでお知らせします。
担　　当　建設経済局建設業課建設業班
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